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施行：令和６年３月 15日 

改正：令和６年５月７日  

 

福岡市金融機関と連携したカーボンニュートラル経営促進事業補助金の  
補助対象ローン登録応募要領 

 

１ 募集概要 

令和６年度より「福岡市金融機関と連携したカーボンニュートラル経営促進事業補助金」という補

助事業（内容については下記２のとおり）を開始することとしている。 

この事業では、補助対象とする金融機関が取り扱う SLL（サステナビリティ・リンク・ローン）の

うち、パッケージ化された融資商品を事前に登録し、登録された商品での融資で補助金の交付要件に

適合するものに対して、融資手数料の一部を補助することとしている。今回、事前に登録するパッケ

ージ化された融資商品を募集するもの。 

 

２ 補助事業の概要 

(1)事業目的 

・ 金融機関が取り扱う SLL（サステナビリティ・リンク・ローン）のうち、各金融機関が独自に

策定した融資フレームワークに対して、外部評価機関がサステナビリティ・リンク・ローン原

則との整合性を評価し、商品化された SLLフレームワークで融資を受ける事業者のうち、温室

効果ガス（二酸化炭素）の排出量の削減に資する KPI又は SPTsを設定する融資を対象とし

て、融資申込みにかかる融資手数料の一部を補助することで、脱炭素経営への転換を後押しす

るもの。 

・ また、本ローンを利用する事業者の脱炭素にかかる取組みを市 HPにて公表し PRするとともに

認定証の交付を行うことで脱炭素経営の機運の醸成を図るもの。 

 

（２）事業期間 

令和６年５月７日（火）から令和７年１月 31日（金）まで 

 

（３）補助内容 

項目 内容 

①補助対象ローン 市内に本店又は支店等を有する金融機関が取り扱ってい

る SLLの融資フレームワークに対し、外部評価機関※１がサ

ステナビリティ・リンク・ローン原則との整合性を評価し、

商品化（パッケージ型）されたもの 

※SLLのオーダーメイド型は非対象 

ただし、当該金融機関が福岡市競争入札参加停止等措置要

領に基づく競争入札参加停止又は排除に係る措置を受け

ている場合は、その期間は登録された商品であっても補助

対象としない。 
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②補助対象者及び条件 市内に事業所を有する事業者、個人事業主等 

※市内に事業所を有すれば、市外の事業者も対象 

【条件】 

ア．福岡市税に係る徴収金（福岡市税及び延滞金等）に滞

納がないこと。 

イ．申請者が（役員も含む）暴力団員でないこと、また、

暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者ではない

こと。 

ウ．地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条

の 4（一般競争入札の参加者の資格）の規定に該当する

ものでないこと。 

エ．福岡市競争入札参加停止等措置要領に基づく競争入札

参加停止又は排除に係る措置を受けていないこと。 

③融資申込み対象金融機関 ①を取り扱う金融機関で、その金融機関の全ての店舗が対

象 

④補助対象経費 融資手数料 

⑤補助金の交付額等 融資手数料のうち消費税及び地方消費税相当額を除いた

額の 1/2 （上限：30万円） 

※1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

⑥補助金の交付要件 ア．SLL 契約時の KPI 又は SPTs を、事業所での温室効果

ガス（二酸化炭素）排出量の削減目標で設定しているこ

と。  

※SPTs の設定において、市内と市外の事業所を含めた複数

の事業所を対象としている場合、以下のとおりとする。 

・申請者の住所が市内の場合は、対象事業所に１か所でも

市内の事業所があれば補助対象。 

・申請者の住所市外の場合は、対象事業所の半数以上が市

内の事業所であれば補助対象。 

イ．補助を受ける融資に係る取組みを、市がＰＲするため、

市のホームページ等で広報することを承諾すること。 

⑦補助枠（予算額） 900万円 

※１ 金融庁に信用格付業者として登録された格付会社。 

 

【参考１】補助対象ローンの例 

金融機関名 商品名 ＫＰＩ 

福岡銀行 FFG 本業支援ローン 温室効果ガス排出 

西日本シティ銀行 NCB サステナビリティ・リンク・ローン 温室効果ガスの排出量の削減 
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【参考２】補助事業の申請手続きの流れ 

※これは本募集の申請の流れではなく、補助金の申請の流れとなります。 
 

[①・④・⑦が補助金を申請する事業者の手続き] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「交付決定通知書」に同封されている請求書に 

必要事項を記入の上、提出。 

＜提出期限＞ 

令和７年３月 15 日（金）まで 

・内容確認、審査  

（不備・不足等あれば申請内容の是正又は補正等を指示） 

・市税納付状況に係る照会、暴力団排除照会 

・審査結果を申請者に通知。 

（「交付対象決定通知書」又は「非対象決定通知書」） 

・補助金交付申請書及び添付書類を提出。 

＜提出期限＞ 

補助対象ローンの融資手数料を支払った日から起算して

45 日（土日祝日の場合は、前営業日） 

又は令和７年 2 月 28 日（金）のいずれか早い日まで 

・審査結果を申請者に通知。 

（「交付決定通知書」又は「不交付決定通知書」） 

①補助金交付 

対象申請 

②審査 

③結果通知 

・内容確認、審査  

（不備・不足等あれば申請内容の是正又は補正等を指示） 

・補助金交付対象申請書及び添付書類を提出。 

＜提出期限＞ 融資手数料を支払う日の前日まで 

＜申請受付期間＞ 

令和６年５月７日（火）から令和７年１月 31 日（金）まで 

⑤審査 

④補助金 

交付申請 

⑦補助金請求 

⑧補助金交付 

⑥結果通知 

30
日
程
度 

45 日以内 

融資手数料の

支払い 

（融資実行） 

２
週
間
程
度 

・「補助金交付対象申請」後に融資手数料を支払う。 

※審査の期間を考慮し、融資申込を検討されたら早めに 

補助金交付対象申請を行ってください。 

30
日
程
度
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３ 応募要件 

①補助対象ローンを取り扱っていること。 

②補助対象ローンを利用する事業者の脱炭素にかかる取組みを市と連携して PRすることを承諾する

こと。 

具体的には、 

・ 市では、脱炭素にかかる取組みの PRとして、補助対象事業者に「認定証」（別添資料参照）を

交付することとしており、その際に金融機関のロゴの使用を承諾すること。 

・ 金融機関においては PR手法を問わないが、可能な限り HPによる公表や記者発表などを実施

し、その内容を市へ共有すること。 

 

 

４ スケジュール 

＜初回募集＞ 

手続き スケジュール 

募集開始 

（福岡市ホームページへ募集要領の掲載を開始） 

令和６年３月 15日（金） 

質疑受付・回答 受付締切日時 令和６年３月 26日（火） 

午後５時 

回答予定日 令和６年４月５日（金） 

申込書類の提出期限 令和６年４月 15日（月） 

結果通知発送（予定） 令和６年４月 23日（火） 

事業開始 令和６年５月７日（火） 

 

＜常時募集＞ 

手続き スケジュール 

募集開始 令和６年５月７日（火）～ 

 ※本事業を廃止しない限り、常時募集。 
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５ 手続きの詳細 

（１）申込書類の提出方法及び提出期間等 

①提出方法 

下記８の担当課まで、③の提出書類をｐｄｆファイルにして電子メールで提出してくださ

い。 

②申込期間 

＜初回募集＞令和６年３月 15日～令和６年４月 15日 

＜常時募集＞令和６年５月７日～ 

③提出書類 

・申込書（様式第１号） 

・登録する融資商品のパンフレット等 

・SLL融資フレームワークの内容が分かる書類 

・SLL融資フレームワークの外部評価機関の評価書 

・認定証に用いる金融機関のロゴのデータ 

④注意事項 

・申込に要する費用については、申込者の負担とします。 

・本市が受領した申込書類は、いかなる理由にかかわらず一切返却しません。 

 

（２）募集内容に関する質問 

①質問方法 

応募するにあたり疑義がある場合は、質問書（様式第２号）を記載し、電子メールで下記８

の E-mailアドレスまで送付してください。 

②受付期間 

＜初回募集＞令和６年３月 15日～令和６年３月 26日 午後５時まで 

＜常時募集＞令和６年５月７日～ 

③質問に対する回答方法 

第１回募集については、令和６年４月５日まで(予定)に、電子メールで回答します。 

常時募集については、随時、電子メールで回答します。 

※応募資格要件を満たさないことが明らかな質問者からの質疑については、市は 

回答しないことができるものとします。 

 

（３）申込・登録の辞退 

申込書類提出後又は補助対象ローンの登録決定後であっても補助対象ローンの登録を辞退する

ことができます。その場合は、以下の期限までに「辞退届」（様式第３号）を電子メールで下

記８の E-mailアドレスまで提出してください。 

なお、登録決定後においては随時受付とします。 

＜初回募集＞令和６年４月 15日 午後５時 

＜常時募集＞随時 
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（４）審査結果の通知 

    以下の期日に各申込者へ文書で通知します。 

＜初回募集＞令和６年４月 23日（予定） 

＜常時募集＞随時 

 

（５）申込内容の変更 

申込内容に変更があった場合は、変更届（様式第４号）を記載し、電子メールで下記８の E-

mailアドレスまで送付してください。 

申込時の添付書類に変更がある場合は、あわせて提出してください。 

    

（６）失格要件 

①応募要件を満たさない場合。 

②提出書類に虚偽の内容があった場合。 

 

６ 注意事項 

応募に要する費用について、福岡市は負担しません。 

 

7 施行期日 

本要領は令和６年３月 15日から施行する。 

本要領は令和６年５月７日から改正する。 

 

８ 申込み先・問い合わせ先 

〒810-8620 福岡市中央区天神１丁目８番１号 

福岡市環境局脱炭素社会推進部脱炭素事業推進課 

電話 092-711-4204 FAX 092-733-5592 

E-mail：datsutanso-jigyo.EB@city.fukuoka.lg.jp 
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別添資料 

 


